[bookmark: _Hlk218845947]令和８年度外国語指導助手（ALT）派遣業務公募型プロポーザル実施要領


１　物品の名称
令和８年度外国語指導助手（ALT）派遣業務

２　趣旨
本業務は、矢板市立小・中学校における外国語教育の充実と授業の質の安定的確保を図るため、外国語指導助手(ALT)の派遣について、学校現場のニーズに即した指導支援体制、ALTの採用・研修等による資質確保、関係者間の連絡調整及び欠員時の代替手配を含む運用力を重視し、公募型プロポーザル方式により最も適切な事業者を選定しようとするものである。

３　業務の内容
別紙「令和８年度外国語指導助手（ALT）派遣業務仕様書」のとおり

４　履行期間
[bookmark: _Hlk218859677]令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

５　提案上限額 ￥３２，８０２，０００.-円（消費税及び地方消費税相当額を含む）

６　参加資格要件
本プロポーザルに参加しようとする者は単独企業とし、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
1 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。
2 矢板市の入札参加資格を有すること。ただし、参加申請書提出日までに矢板市入札参加資格の取得が間に合わない場合は、令和８年２月２４日までに矢板市財政課に申請を行い、令和８年３月７日までに入札参加資格を取得すること。
3 矢板市工事請負契約等に係る入札参加停止措置要綱（平成21年６月８日制定）に規定する入札参加停止等の措置を受けていないこと。
4 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては、開始手続の決定後、矢板市入札参加資格再認定を受けていること。
5 矢板市暴力団排除条例（平成24年矢板市条例第26号）規定する暴力団、若しくは役職員が暴力団等又はこれらと密接な関係を有する者ではないこと。
6 国税、地方税を滞納していないこと。
7 県内に事務所または、営業所を有していること。
8 外国語指導助手（ALT）派遣業務を過去に自治体を契約の相手方とした有償での契約実績を５年以上有すること。
9 [bookmark: _GoBack]一般労働者派遣資格を有し、かつ、業務経歴、経験等を基に発注しようとする業務に関して十分な履行能力を有していること。
10 連絡調整体制を有し、やむを得ない場合を除き、外国語指導助手（ALT）の派遣を継続実施できること。

７　公募型プロポーザルの日程
	[bookmark: _Hlk196484682]項　　目
	日　　程

	 参加申請書提出期限 
	令和８年２月１８日（水）17時まで

	 質疑書提出期限
	令和８年２月１８日（水）13時まで

	 質疑回答 
	令和８年２月２０日（金）17時までに回答

	 提案書提出期限
	令和８年２月２７日（金）17時まで

	 審査の実施（書類）
	令和８年３月　４日（水）【書類審査のみ】

	結果通知
	審査終了後５日以内



８　参加手続
⑴　参加書類
市の公式ウェブサイトからダウンロードすること。
https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/kyouikusoumu/
	
	参加申込書
	提案書

	提出期限
	令和８年２月１８日（水）
	令和８年２月２７日（金

	提出方法
	電子メール「電子媒体（ＰＤＦ１部）」

	提出場所
	１２の問合せ先と同じ。


⑵　質疑
本件に関し質疑がある場合は、質疑書（様式第６号）により受け付ける。
ア 提出期限　令和８年２月１８日（水）13時まで（必着）
イ 提出先　　１２の問合せ先と同じ。
ウ 提出方法　
電子メールにて質疑書を送付し、電話により到着の確認を行うこと。また、電子メールの件名は、次のとおりとすること。参加者名称は、略称でも可とする。
[bookmark: _Hlk218848197]件名：外国語指導助手（ALT）派遣業務（参加者名称）
【例】株式会社△△△が質疑書を送付した場合
⇒外国語指導助手（ALT）派遣業務（株式会社△△△）
エ 質疑への回答
質疑への回答は、全参加申請事業者に、電子メールにて回答書を送付する。ただし、事業者選定の公平性を保てない質問には、回答しないことがある。
オ 質疑回答予定日
令和８年２月２０日（金）17時までに回答
⑶ 提出資料部数 １部
⑷ 提出先 １２の問合せ先と同じ。
[bookmark: _Hlk197956227][bookmark: _Hlk197957164]⑸ 提出方法　電子メール「電子媒体（ＰＤＦ１部）」※パスワード入力形式
⑹ 参加辞退
参加表明後、辞退する場合には、速やかに参加辞退届（様式第５号）を提出すること。なお、参加辞退届の提出期限は、提案書提出期限と同じとする。
⑺ 作成に当たっての注意事項
ア 提案書表紙及び提案書
・Ａ４判縦型、Ａ４判横型どちらも可。しかし、両面印刷したとき、ホチキス等で綴じられるようにすること。
・提案書の記述は、補足説明を要さずに理解できる内容とすること。
・提案書の記載内容は、審査評価基準の評価項目に準じて作成すること。なお、記載順等は問わない。
・提案書の記載内容は、本業務の実施義務を提案者が提示したものとする。
・提案書は３０ページを越えないこと。ただし、表紙及び目次はページ数に含めない。
・電子メール「電子媒体（ＰＤＦ形式１部）」で提出すること。
※パスワード入力形式
・仕様書の記載内容以外に、業務目的達成に有効な方法がある場合は、積極的に提案をすること。
・提案見積額に含めていない有料オプションなど、別途費用が必要なものは提案書に記載しないこと。
イ 業務要件一覧表兼調査票
・Ａ４判縦型の両面印刷とし、各機能の対応状況について、「対応可」又は「対応不可」の別を回答すること。
・調査票の各機能のうち必須業務に「対応不可」が１つでもある場合は失格とする。
・調査票の各機能のうち任意業務に「対応可」の項目がある場合には、「審査評価基準」に記載する審査での内容評価で加点の対象となる。
ウ 提案見積書及び内訳書
・契約希望金額の総額（消費税等の課税事業者にあっては、消費税等を含んだ金額）を記載すること。
・提案見積額には、仕様書で市が負担する旨を特に定めた事項を除き、業務の履行に当たって必要な一切の費用を含めること。
・提案見積書には、代表者印（電子捺印可）を押捺すること。
エ その他
・提案書等は１者につき１案のみ提出すること。
・提出後における提案書等の再提出及び記載内容の変更は認めない。
・提出された書類の著作権は、事業者に帰属する。また、提出された提案書
（電子媒体に保存されたデータを含む。以下同様）は、契約候補者の選定以外に事業者に無断で使用しないものとする。

９ 審査方法等
⑴ 審査委員会
審査は、「外国語指導助手（ALT）派遣業務公募型プロポーザル審査委員会」が行う。
⑵ 評価基準
別表「外国語指導助手（ALT）派遣業務審査評価基準」のとおり
⑶ 評価方法
ア 審査（書類審査及び価格審査）
(ｱ)提出された企画提案書等について、参加資格の確認及び評価基準による書類審査及び価格評価を行う。
[bookmark: _Hlk219799368](ｲ) 配点は、審査委員一人当たり内容評価８０点、価格評価２０点、計１００点とする。
(ｳ)内容評価は、提案書及び業務要件一覧表兼調査票により評価する。ただし、業務要件一覧表兼調査票における必須要件で、一つでも対応不可があった場合はその時点で審査対象外とする。また、任意要件で対応可であっても直接の配点に繋がるものではない。
(ｴ)価格評価は以下の式により求める。
｛（提案上限額－提案見積額）／（提案上限額－算定基準額）｝×配点（２０点）
[bookmark: _Hlk197959636](ｵ) 算定基準額は、本市教育総務課が設定した額とし、提案見積額が算定基準額を下回る場合（式の計算結果が２０点を超える場合）でも、価格評価は満点（２０点）が付与されるものとする。
(ｶ)(ｳ)及び(ｴ)の合計点の最も高い者を契約候補者として選定する。なお、同点となった者が複数あった場合は、内容評価の評価点が最も高い者を契約候補者として選定する。
(ｷ)提案者が１者の場合、審査会（書類）において各審査員の評価点の平均点が最低評価基準（６０点）を超えていれば契約候補者として選定する。
⑷ 結果通知
結果は、５日以内に書面による通知を発送する。同日に通知を発送できない場合は、電子メール等により別途連絡する。

１０ 契約の締結
契約候補者の選定後、被選定者と仕様書及び提案書の内容に基づき、提案見積額で契約を行う。ただし、選定後契約締結前に契約内容について協議を行うことがある。
協議の結果、契約に至らなかったときは、次順位であった者を新たに契約候補者とし、協議を行う。

１１ その他
⑴提案書の提出後、提案者が「２ 応募者の資格要件」に該当しなくなったとき、提出書類に虚偽の記載があったとき、その他本実施要領等に違反したときは、当該提案者の提案は無効とする。
⑵提案に係る一切の費用は、提案者の負担とする。
⑶提出された資料は返却しない。
⑷審査方法、審査内容及び審査結果に対する異議は認めない。
⑸本プロポーザルは、随意契約の優先交渉者を選定するものであり、契約の締結を担保するものではない。

１２　問合せ先
　〒３２９－２１６５
　矢板市矢板１０６番地２　矢板市生涯学習館内
　矢板市教育委員会事務局 教育部 教育総務課
　担　当　菊地、町井
　電　話　０２８７－４３－６２１７
　メール　kyouiku@city.yaita.tochigi.jp

